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１【提出理由】

当社は、2023年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

Ａ種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類株式としてＡ種種類株式を追加し、Ａ種種類株式に関す

る規定を新設するものであります。

第２号議案 第三者割当によるＡ種種類株式発行の件

今後、更なるコスト圧縮等の施策及びアフターコロナを見据えた成長戦略を推進する為には、資本性資金の調

達が必要であると考え、近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合に対する第三者割当による募集株式の発行

を実施することにつき、ご承認をお願いするものであります。

第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備える為、会社法第447条第１項及び第448

条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えた後、その他資本

剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることをお願いするものであります。尚、資本金及び資本準備金の

額の減少並びに剰余金の処分の効力が生ずる日は2023年７月31日を予定しております。

第４号議案 取締役４名選任の件

取締役として、加藤洋嗣、熨斗和之、持永政人、茨田篤司を選任する。

第５号議案 監査役２名選任の件

　監査役として、早川秀治、妻鹿直人を選任する。

　



(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

42,468 1,646 0 (注)３ 可決 95.0

第２号議案
第三者割当による
Ａ種種類株式発行の件

42,408 1,706 0 (注)１ 可決 94.9

第３号議案
資本金及び資本準備金の
額の減少並びに剰余金の
処分の件

42,511 1,603 0 (注)３ 可決 95.1

第４号議案
取締役４名選任の件 (注)２

加藤 洋嗣 37,881 6,232 0 可決 84.8

熨斗 和之 39,634 4,479 0 可決 88.7

持永 政人 38,880 5,233 0 可決 87.0

茨田 篤司 39,271 4,842 0 可決 87.9

第５号議案
監査役２名選任の件

(注)２ 可決

早川 秀治 42,603 1,511 0 可決 95.3

妻鹿 直人 42,655 1,459 0 可決 95.5

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

　


